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保険者

被保険者 医療機関等

① 出産

② 出産費用請求

④ 出産育児一時金
を請求

⑤ 出産育児一時金
を支給

③ 出産費用支払

Ａ．保険者から妊婦等へ直接支給する方法
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保険者

被保険者 医療機関等

①妊娠、⑧出産

⑪ 差額支給

出産費用が出
産育児一時金
を下回る場合

③ ②の申請書
の様式交付

④ 申請書の受取代理欄の記入依頼

② 医療機関が
一時金を受取
代理する欄を
設けた申請書
の様式交付の
申請

⑤ ④を記入後交付

⑥ 出産育児
一時金の事
前申請

差額支払い（出産費用が出産育児一時金を上回る場合）

⑨ 出産費用
請求書及び
出生証明書
類の写しを送
付

⑦ 申請を受け付けた
ことの連絡

⑩ 出産育児一時金（出産費用請求
額（上限３８万円））を支給

⑨ 出産費用請求書及び出生証明書類の交付

Ｂ．受取代理制度
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Ｃ．直接支払制度

保険者

被保険者 医療機関等

③ 出産

⑪ 差額支給

⑨ 支給決定通
知の送付。
（出産費用が
出産育児一時
金を下回る
（差額支給が
ある）場合、
併せてその旨
を連絡）

支払機関
（国保連）

⑩ 差額支給
の請求

⑧ 支払

⑤ 専用請求書
による費用請
求（４２万円
まで）

差額支払（出産費用が出産育児一時金を上回る場合）

④ 出産費用の明細書の交付

② 直接支払制度利用の意思確認、
申請・受取に係る代理契約の締結（合意文書の作成）

⑥ 費用請求（⑤で請求された額に限る。）

⑦ 支払

直接支払制度を利用するか、従来
どおり、保険者へ直接請求し、支
給を受けるかは、被保険者の選択。

※ 被用者保険分の異常分娩については、
社会保険診療報酬支払基金へ請求

① 保険証等の提示・入院
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保険者

被保険者 医療機関等

①妊娠、⑦出産

② 出産育児
一時金の事
前申請

Ｄ．学会・医会共同要望を踏まえた井上専門委員提案

⑨ 出産育児一
時金を支給

支払機関
（国保連）

⑧ 出産事
実の通知
書提出

④ 申請を受け付けたことの連絡

⑨ 出産育
児一時金
を支給

⑪ 出産費用支払

⑩ 出産費用請求

被保険者が
振込指定制
度を活用す
る場合

③ 申請書控え
の交付

⑥ 申請書控えの提出

⑤ 支払
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[支払機関（国保連）を介在させる場合]



保険者

被保険者 医療機関等

①妊娠、⑤出産

② 出産育児
一時金の事
前申請

Ｄ．学会・医会共同要望を踏まえた井上専門委員提案

⑥ 出産事
実の通知
書提出

⑦ 出産育
児一時金
を支給

⑨ 出産費用支払

⑧ 出産費用請求

被保険者が
振込指定制
度を活用す
る場合

③ 申請書控え
の交付

④ 申請書控えの提出
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[支払機関（国保連）を介在させない場合]

⑦ 出産育児一
時金を支給



A.保険者から妊婦等へ直接
支給する方法

Ｂ.受取代理制度 Ｃ.直接支払制度
D.学会・医会共同要望を踏まえ
た井上委員提案

①申請者 被保険者 被保険者 医療機関等
被保険者
※医療機関等が代行することも可能

②申請先 保険者 保険者
国民健康保険団体連合会・社会
保険診療報酬支払基金

保険者
※支払は、国保連が代行することも
可能

③申請時期 出産後
出産前
※出産予定日の1か月前から申請
可能

出産後
出産前
※出産予定日の1～2か月前までに
申請する必要

④受取者 被保険者 医療機関等 医療機関等
被保険者
※被保険者の希望により、医療機
関等を受取者とすることも可能

⑤受取時期

申請から支払まで2週間から1
か月程度
※申請締切、期間等は保険者により異なる

※申請当日に窓口で支給している保険者も
ある

申請から支払まで1週間～1か
月程度
※申請締切、期間等は保険者により異なる
※退院から支払までは最短で1週間程度、最
大で2か月程度

申請から支払まで１か月程度
※退院月の25日又は翌月10日に申請締切
※退院から支払までは最短で28日、最大で1か
月半程度

出産の事実の通知の直後
※ただし、出産予定日の1～2か月

前以後に申請した場合は、申請か
ら支払まで1～2か月

⑥必要書類

妊婦等→保険者
・申請書

・出産を証明する書類

・申請書
※妊婦等が申請書を入手する際に、被保険者
証、母子健康手帳等出産予定日を証明する
書類の提示が必要

― ・申請書

妊婦等→医療機関

等
― ―

・被保険者証提示

・合意文書締結
・申請書控え

医療機関等→保険

者
―

・出産を証明する書類

・出産費用請求書（内訳は任
意）

・専用請求書（内訳がある程度
分かる様式）

・出産事実の通知書

⑦実施割合
※出産件数に占める制度利用の
割合

約14％
※19年度の出産育児一時金支給実績と22
年6月の直接支払による請求件数から試

算

約86％
※19年度の出産育児一時金支給実績と22年6月
の直接支払による請求件数から試算

―
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出産育児一時金の申請・支給方法の比較について

※一部の保険者に対して１８年度又は
１９年度の実績を調査

市町村国保30％程度
（市町村によりばらつきが見られる）
健保組合10～20％程度
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